
中川流域水害対策協議会 

 

日時：令和７年 10月 27日（月）10時 00分～ 

場所：愛媛県東予地方局今治支局４階大会議室 

 

次 第 

 

１．開会 

 

２．議事 

（１）中川流域水害対策協議会の規約について 

 

（２）流域水害対策計画の策定に向けて 

 

（３）今後のスケジュールについて 

 

（４）その他 

 

３．閉会 
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中川流域水害対策協議会出席者名簿

■令和７年10月27日（月）10：00～　　於：今治支局　４階大会議室 ※敬称略

事務所 所属 氏名 備考
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幹事 今治市　建設部　都市政策課長 阿部　和也

幹事 今治市　上下水道部　下水道工務課長 瀬野　敦司

協議会員 西条市　市長 代理　西条市　建設部長 松田　敏
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 中川流域水害対策協議会設置規約（案） 

 

 

 （名称） 

第１条 本会は、中川流域水害対策協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

２ 協議会は、特定都市河川浸水被害対策法（平成 15 年法律第 77 号。以下「法」とい

う。）第７条第１項の規定に基づき設置する。  

 （目的） 

第２条 協議会は、気候変動による水害の激甚化・頻発化に備え、中川流域において、あ

らゆる関係者が協働して流域全体で水害を軽減させる総合的な流域対策を推進させるた

めに、中川流域水害対策計画（以下「計画」という。）の策定に関する協議及び実施に

係る連絡調整を行うことで計画の効果的な実施及び運用を図ることを目的とする。 

 （協議会の実施事項） 

第３条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。  

 ⑴ 計画の作成及び変更に関する協議 

 ⑵ 計画の実施に係る連絡調整 

 （協議会の組織等） 

第４条 協議会は、別表１に掲げる者をもって構成する。  

２ 協議会は、必要と認める者に参加を求めることができる。  

３ 協議会の進行は愛媛県東予地方局今治土木事務所長が行う。 

４ 協議会の招集は法第７条第２項第１号に規定する者が行う。 

 （幹事会） 

第５条 協議会に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別表２に掲げる者（以下「幹事」という。）をもって構成する。  

３ 幹事会は、必要と認める者に参加を求めることができる。  

 （部会） 

第６条 第３条に掲げる事項について、調査、検討等を行うため、協議会に部会を置くこ

とができる。 

２ 部会は、調査、検討等の内容に応じて、幹事のうち、必要なものをもって構成する。  

３ 部会は、必要と認める者に参加を求めることができる。  

 （事務局） 

第７条 協議会の事務を処理するため、事務局を東予地方局今治土木事務所に置く。 

２ 事務局の運営に関し必要な事項は、幹事会で定める。 

 （会議の公開） 

第８条 協議会の公開は、会議の傍聴を希望する県民等に、協議会が会議の傍聴を認める

ことにより行う。ただし、審議内容によっては、協議会に諮り、非公開とすることがで

きる。 

２ 幹事会及び部会は、原則非公開とし、幹事会及び部会の結果を協議会へ報告すること



により公開とみなす。 

 （協議会資料等の公表） 

第９条 協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただし、個

人情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て公表しな

いものとする。 

２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、別表１に掲げる者の確認を得

た後、公表するものとする。 

 （雑則） 

第 10 条 本規約の改正、その他協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の協議により

定める。 

   附 則  

 この規約は、令和○年○月○日から施行する。 



別表１ 

愛媛県知事 

〃 東予地方局長 

   〃    今治土木事務所長 

今治市長 

西条市長 

 

別表２ 

幹事 東予地方局建設部       管理課長 

〃    〃            河川港湾課長 

〃    〃            建築指導課長 

〃  東予地方局今治土木事務所   管理課長 

〃    〃            河川港湾課長 

〃  東予地方局農林水産振興部   農村整備課企画調整室長 

〃    〃            森林林業課長 

〃    〃            今治支局農村整備課長 

〃  今治市建設部         農業土木課長 

〃    〃            都市政策課長 

〃  今治市上下水道部       下水道工務課長  

〃  西条市建設部         建築審査課長 

〃    〃            港湾河川課長 

 



傍 聴 要 領 

 

中川流域水害対策協議会 

                                                  

 

 

１ 会議での受付及び手続 

 

会議の傍聴を希望する方は、当日の開始時刻 10 分前までに、会場に入室

し、会場内の受付で氏名及び住所等を記入の上、事務局の係員の指示に従っ

て傍聴席に着席して下さい。 

 

     

２ 会議を傍聴するに当たって守るべき事項 

 

会議を傍聴する方は、次の事項を守ってください。なお、これらに違反す

る場合は、退場していただくことがあります。 

 (1) 会議の開催中は、静粛に傍聴することとし、会議における言論等に対し

て拍手その他の方法により公然と可否を表明したり、威圧的行為等をした

りしないこと。 

 (2) 会場において、食事又は喫煙をしないこと。 

（3） 会場において、写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしないこと。    

ただし、事務局の許可を得た場合は、この限りでない。  

 (4) その他会議の秩序を乱し、又は審議等の支障となる行為をしないこと。 

 

 

３ 会議の秩序の維持 

 

 (1) 会議を傍聴する方は、事務局の係員の指示に従って下さい。 

 (2) 会議を傍聴する方が、２の規定に違反する場合は、注意し、なおこれに

従わないときは、退場していただく場合があります。 



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

中川流域水害対策計画の策定に
向けて

令和７年１０月２７日
第1回中川流域水害対策協議会



中川特定都市河川流域
について

1



2

 中川⽔系中川は、愛媛県今治市東部を流れる2級河川である。
 流域の多くを⼭地が占め、中川・猿⼦川が並⾛しつつ⽔⽥地帯を通過し、下流域では資産が集中する市街地を流れ、桜井

河口港（燧灘）に注がれる。
 中川⽔系の流路総延⻑は約5.89㎞（中川2.06・猿⼦川3.83）㎞、流域⾯積は約7.32㎢である。

中川特定都市河川流域について（概要）

約5.89km（中川2.06・猿子川3.83）延⻑

7.32km2流域⾯積

流域内⼈⼝︓約2800⼈ 、 想定氾濫区域内⼈⼝︓約2000⼈⼈⼝

• ⼭地が流域全体の
約6割を占める。

流域⼟地利
用

• 当流域は、四季を通じて温暖少⾬で、気候温和な瀬⼾内式気候に属している。
• 気象庁今治観測所では、2020年の年間総降⽔量は1,489mm、平均気温

は16.0℃である。
• 過去30年間の年降⽔量の平均は1,326mm、最多は2004年の1,803mm、

最少は1994年の731mmである。

気象

• 河⼝付近は工業地域または住居地域である。
• 下流域は扇状地性低地になっており、宅地、農地利用が多い。
• 中・上流域の沿川は扇状地性低地、⼭地部は⼩起伏・⼤起伏丘陵地、⼩起

伏⼭地が拡がっている。丘陵地・⼭地は主に⼭林として利用されている。
地形・地質

• 今治市の産業は、第1次産業6％、第2次産業32％、第3次産業61%となっ
ており、第3次産業の⽐率が多い。流域内の農業は、稲作が主体である。産業

• 流域内では、地域森林計画対象⺠有林、保安林、⿃獣保護区の指定がなさ
れている。

• 中川流域及び元瀬川流域の⼀部が瀬⼾内海国⽴公園の⾃然公園地域に指
定されており、また優れた⾃然景観を保持しているとして国が指定した特別地域
に、猿子川流域の最上流付近（医王池と愛媛県天然記念物湿地植物、休
暇村瀬⼾内東予のレクリエーション施設等を含む）が指定されている。

• なお、⽀川猿子川の上流域の⼀部が⻄条市にかかる。

その他特記
（流域状況

等）

合計⼭地⽔田畑、原野⼀般
市街地

100.0%60.0%10.8%15.6%13.6%
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 中川河口部は市街化区域に指定されており、桜井小学校等の学校施設やJR伊予桜井駅等の公共施設が⽴地しており、⼈口・
資産が集積した区域を流れる河川となっている。

 近年では、⽔⽥及び畑地等の貯留機能をもつ地目が減少し、建物⽤地・道路等の割合が増加しており、流域内の都市化の進展
が確認できる。

中川特定都市河川流域について（流域の市街化）

中川流域 土地利用の変遷

特定都市河川

郡市境界

特定都市河川流域

市街化区域

過去に浸水した範囲

中川流域図

今治湯ノ浦IC

今治特別支援学校

桜井小学校・桜井中学校

伊予桜井駅
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 中川流域の気候は、温暖な瀬⼾内海式気候に属しており、気象観測所（今治）における過去30年間の年平均気温は16.0℃と
なっている。同気象観測所における過去30年間の年平均総降⾬量は約1326mmであり、全国平均総⾬量1670mmの約8割程
度となっている。

 しかし、観測以来49年間の各年の1時間最⼤降⽔量は、全期間平均31mm/hrに対して明らかに近年のほうが多くなっており、
近似曲線の傾きは右肩上がりを⽰している。集中豪⾬の頻度が増加しており、気候変動の影響を受けていることがわかる。

中川特定都市河川流域について（気象特性と気候変動）
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中川特定都市河川流域について（流域の地形特性）

 中川では高潮対策を図るため、河口部に猿⼦川⽔門を設置している。
 河道の流下能⼒が低いことに加え、流域内の⼀部地区においては、朔望平均満潮位以下の地盤高となっており、潮位が高い条

件で出⽔ピークが重なると、内⽔・外⽔を含めた⽔災害が極めて発⽣しやすい流域特性となっている。
 出⽔時には、排⽔機場（桜井河口排⽔ポンプ場）を稼働させ、内⽔等の⽔を海へ排出している。

特定都市河川

郡市境界

特定都市河川流域

市街化区域

過去に浸水した範囲

猿子川水門

中川流域の地盤高が最も低い箇所（Ａ－Ａ’）

C L
L =0. 0 00 m

H.H.W.L +2.80

H.W.L +1.70

M.S.L +0.10

L.W.L -1.60

DL=-5.0

▼朔望平均満潮位
（TP+1.7m）

中
川
▼

猿
子
川
▼

地盤高
TP+0.8m

▲
(県道)

今治波方線

▲
農地

V=1/100
H=1/500

桜井河口港
左岸計画高
▼（TP+4.3m）

A A

▼朔望平均満潮位

排水機場（桜井河口排水ポンプ場）

朔望平均満潮位以下の地盤を
含む低平地の区間（河口より

0.6km～1.2km）
Ａ

Ａ’

最も低い地盤高は、朔望平均
満潮位よりも９０ｃｍ低い
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法規制関連（宅地造成工事等規制区域・特定盛土等規制区域）

下流域は宅地造成工事
等規制区域、上流域は
特定盛土等規制区域に
該当している。

［宅地造成工事等規制区域・特定盛土等規制区域（中川流域）］
（出典）愛媛県土木部道路都市局都市計画課公表図shpデータをもとに中川流域について作成



7

法規制関連（農業振興地域整備計画）

［農業振興地域整備計画（中川流域）］
（出典）今治市提供の土地利用計画図（付図1-1号）に中川流域界及び特定都市河川を加筆
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法規制関連（立地適正化計画）

［立地適正化計画に定める居住誘導区域及び都市機能誘導区域（中川流域）］暫定版
（出典）第7回今治市立地適正化計画（素案）より画像を抜粋し加筆

都市機能誘導区域

居住誘導区域

市街化区域等

暫定版



中川特定都市河川流域
の現状と課題

9



中川流域の現状（主な洪水被害）

10

 昭和51年9月11日洪⽔において、中川・猿⼦川で合計19件の床下浸⽔がおこっており、近年では、平成10年10月17日（台
風10号）、平成29年9月17日（台風18号）において、有堤部からの越⽔が確認されている。

 愛媛県⽔害リスクマップにおける既往浸⽔範囲は、今治湯ノ浦ICから下流の低平地が広範囲に浸⽔している。
（構造物等の被災記録は残っていない）

（出典︓⽔害統計）

◇市街地を含む低平地が広
がる中川沿川において、広範
囲に浸⽔（約93ha）

【平成29年9月17日台風18号による出⽔状況】
(今治市提供)

【過去に浸⽔した区域】
出典）愛媛県⽔害リスクマップ（旧今治市より）
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中川の現状（内水対策の必要性）

 現況河道が将来的に整備計画で定められた計画堤防高になれば、朔望平均満潮位までの潮位に対して安全に洪⽔を流下できる
ようになるが、極端に堤防高が不⾜している区間（河口より約0.6km〜1.2km）が存在することにより、現状では出⽔のピー
クで⽔門を全開にする操作を⾏えない状況にある。

 さらには、台風の吸い上げ・吹き寄せ効果等により、潮位が朔望平均満潮位よりも高い場合、中川流域全体の洪⽔が河口部に
おしよせてきた際に、河口⽔門を完全に締め切って対応する必要があり、⾬⽔は、これまで以上に流域の低平地内に湛⽔する
ようになる。

 以上より、河道改修とあわせて排⽔機場を活⽤し、さらには流域からの流出抑制をふまえた流域全体の内⽔対策が必要となる。
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【現況河道の浸水リスク】
 平成29年9月17日洪水（台風18号）が再度発生し、さらに潮位が高くなることが想定される場合、内水（河道への接
続水路）及び外水（中川・猿子川）により家屋（床下160+床上178世帯）の浸水被害が発生すると想定される。

※浸水世帯数及び浸水面積は、都市浸水想定の浸水区域に基づき、メッシュデータから算出した値を示している。 12

・波 形：平成29年9月17日（台風18号）洪水波形の実績値
・雨量データ：流域平均雨量（今治・西条・玉川）
・確率規模：内水（1/10相当以上）、外水（1/10相当以上）
・気候変動の影響：考慮（×1.1倍相当以上）
・解析手法：内外水統合型氾濫モデル（内水・外水）
・潮位波形：モデル潮位波形（高潮時 TP+2.8m）
・水門操作及び排水機場：水門締切（TP+1.7m）、ポンプ稼働
・堤防状況：現況の堤防高（令和3年度実測断面）

中川の現状（内外水の浸水リスク：現況河道）

5.0m以上

2.0〜5.0m

1.0〜2.0m

0.5〜1.0m

0.5m未満

凡例
浸水した場合に想定さ
れる水深（ランク別）

現況河道

浸水面積
（km2）

家屋（世帯）
洪水名

床上床下

0.46178160H29.9.17



【計画河道の浸水リスク】
 計画河道の完成後においては、家屋（床下157＋床上55世帯）の浸水被害となり、床上浸水被害が大きく緩和され
る。（※浸水被害の多くは、内水氾濫が主な構成要素に）

※浸水世帯数及び浸水面積は、都市浸水想定の浸水区域に基づき、メッシュデータから算出した値を示している。 13

・波 形：平成29年9月17日（台風18号）洪水波形の実績値
・雨量データ：流域平均雨量（今治・西条・玉川）
・確率規模：内水（1/10相当以上）、外水（1/10相当以上）
・気候変動の影響：考慮（×1.1倍相当以上）
・解析手法：内外水統合型氾濫モデル（内水・外水）
・潮位波形：モデル潮位波形（高潮時 TP+2.8m）
・水門操作及び排水機場：水門締切（TP+2.3m）、ポンプ稼働
・堤防状況：計画の堤防高（整備計画河道）

中川の現状（内外水の浸水リスク：計画河道）※比較対象

5.0m以上

2.0〜5.0m

1.0〜2.0m

0.5〜1.0m

0.5m未満

凡例
浸水した場合に想定さ
れる水深（ランク別）

計画河道

浸水面積
（km2）

家屋（世帯）
洪水名

床上床下

0.3255157H29.9.17
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中川特定都市河川流域の内水対策の考え方（現状と課題）

特定都市河川指定

流域水害対策計画

中川水系流域治水プロジェクト

流域治水整備事業

特定都市河川浸水
被害対策法を活用

平成29年9月豪雨と同規模の洪水に対して、被害を防止・軽減する事を目標
に、関係者が連携して様々な取り組みを推進。内水対策も位置付けられた。

［現状］
中川流域では、平成29年9月豪雨時の河口水門の締め切

りにより浸水被害が発生した。下流市街化区域（低平地）の
地盤高が低いために、出水ピークで水門を全開にすることが
できず、浸水被害を増大させている現状がある。

流域水害対策計画により、被害軽減対策を実施

各機関での流域対策

【中川流域の対応】

河川整備計画において位置付けられた河川改修事業を
当該事業に紐付ける。内水対策では、排水機場を更新し、
加えて雨水貯留機能等を保全する。

中川水系河川整備基本方針（R6.6策定）

中川水系河川整備計画（R7.3策定）

河川法で位置付けられた計画

［課題］
老朽化した排水機場の更新を早期に行うこと、および極
端に低い現況堤防高を嵩上げすることに加えて、水門閉塞
時に内水が現状よりも増大しないよう、雨水貯留施設の設
置や流域内の雨水貯留機能を保全する必要がある。



中川水系流域治水プロジェクト（令和４年度策定）

15



特定都市河川浸水被害対策法の概要 流域治水施策集（Ver2.0）より

 ハード・ソフト⼀体の⽔災害対策「流域治⽔」の本格的実践に向けて、特定都市河川を全国の河川に拡⼤し、ハード整備の加
速に加え、県・市・企業等のあらゆる関係者の協働による⽔害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり・流域における貯
留・浸透機能の向上等を推進するもの。

 地域の実情に応じてメニューを選択していく。

は中川でのメニュー（案）

16

は実施の可否について要検討



中川流域水害対策計画について

17



流域水害対策計画に定める事項

18

■特定都市河川浸水被害対策法 第４条第２項に基づき、流域水害対策計画に次の事項を定める。

浸水被害対策の基本方針

都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨
（計画対象降雨）

計画期間

都市浸水想定（現況の評価）

• 特定都市河川の整備
• 河川管理者が行う雨水

貯留浸透施設の整備

• 特定都市下水道の
整備

• 特定都市下水道の
ポンプ施設の更新
及び操作

• 雨水貯留浸透施設の
整備その他雨水の一
時的な貯留、または
地下への浸透

• 雨水貯留浸透施設整
備計画の認定に関す
る基本事項

• 都市浸水想定の区域
における土地の利用

• 貯留機能保全区域ま
たは浸水被害防止区
域の指定等

• 浸水被害の拡大を防
止するための措置河川管理者主体 下水道管理者主体

河川、下水道管理者以外の者主体

～流域のあらゆる関係者の共同により推進～



流域水害対策の基本方針（詳細）

 流域治水では、流域のあらゆる関係者の参画のもと、土地利用状況及び地形特性等をふまえ、下記の3
つの視点から、浸水被害対策を総合的かつ多層的に進める。

①氾濫をできるだけ防ぐ・
減らす対策

（氾濫への対応）

②被害対象を減少させるた
めの対策

（建築物への対応）

③被害の軽減・早期復旧・
復興のための対策

（脆弱性への対応）
流域全体で雨水や流水等を貯

留する対策や洪水流下の抑制対
策、氾濫水を制御する対策をそ
れぞれ充実し、自然環境が有す
る多様な機能も活かしながら効
果的に組み合わせて実施する。
 河道整備（拡幅・築堤）
 排水機場の更新
 既存ため池等の活用
 田んぼダムの推進
 グラウンド貯留施設の整備等

水害リスクがあるエリアにお
ける宅地の嵩上げや、建築物の
構造の工夫等の浸水軽減対策を
講じるとともに、区域の指定を
行う。
 宅地嵩上げ等
 浸水被害防止区域の指定
 貯留機能保全区域の指定等

流域全体で「避難体制の強
化」「経済被害の軽減」「早期
復旧・復興」等のための対策を
組み合わせ、被害を最小化する。
これらを推進するため、水害リ
スク情報を充実させる。
 中川水系流域治水プロジェク

トの推進
 洪水ハザードマップや今治市

防災情報ポータルの周知と活
用（リスクコミュニケーショ
ンの充実）

 今治市防災会議による関連機
関との連携強化

［今治市防災ポータル等を用いたリ
スクコミュニケーションの充実］

［内外水リスクマップを用いた
浸水被害防止区域の指定、貯留

機能保全区域の指定等］
［既存ため池の活用、田んぼダ
ム、グラウンド貯留施設等］

内外水リスクマップ

盛土シミュレーション

19



計画期間

20

 中川水系河川整備計画、下水道整備計画、まちづくりの計画期間をふまえ、計画対象降雨に対し、流域一体で
総合的かつ、多層的な浸水被害対策による浸水の解消または軽減する効果を発現させるために必要な期間とし
て、本計画の計画期間を概ね30年とする。

河川、下水道、まちづくりの計画期間を勘案

［計画期間の考え方］

 特定都市河川浸水被害対策法の施行通知においては、「効果を発現させるために必要な期間、概ね20〜30年
程度を一つの目安とする」としている。

令和7年3月に策定した
「中川水系河川整備計
画」における対象期間
が概ね30年である。

令和5年に全体計画の変
更を行っており、計画
目標年度を令和24年度
としていることから、
残りの期間は概ね20年
である。

令和3年3月に計画変更
した「今治市都市計画

マスタープラン」では、
令和12年を計画の目標
期間としていることか

ら、残りの期間は概ね5
年である。「今治市立
地適正化計画」では、
令和22年を計画の目標
としており、残りの期
間は概ね15年である。

まちづくり下水道河川



計画対象降雨

21

 中川流域において過去最大となる浸水被害は、昭和51年9月11日（台風17号）において19件の床下浸水がお
こっている。また、近年では平成10年10月17日（台風10号）、平成29年9月17日（台風18号）において、有堤
部からの越水が確認されおり、これら3洪水は水害統計記録にも記載されている。

 約半世紀（1976年から現在まで）の降雨群から抽出した主要10降雨群の中でも、特に平成29年9月17日（台風
18号）の流域平均雨量は10分〜12時間の集計雨量がいずれも既往最大となり、約10時間で190mmもの雨が集
中して中川水系流域に降り続けた。この豪雨の流域平均60分雨量は約1/10程度の確率規模であった。

 水文統計学的アプローチの結果をふまえ、平成29年9月17日豪雨は気候変動の影響を受けていると定義できる

［計画対象降雨］流域平均10分雨量（平成29年9月17日台風18号）

［計画対象降雨］
• 気候変動の影響を考慮

（N=35,Gev:172mm×
1.1=189.2mm/24h）

• 既往最大の出水規模
（190.2mm/24h）と
なる平成29 年9月17日
台風性降雨を計画対象
降雨とする。

ティーセン分割図



計画対象降雨に対する浸水被害軽減対策の検討
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 計画では、計画対象降雨（平成29 年9 月豪雨）を想定した猿子川水門閉鎖時間帯の湛水量283 千㎥に対して、
関係機関がそれぞれ分担することとし、さらに計画を上回る洪水に対しても、氾濫の被害を出来るだけ軽減す
るようソフト対策を推進する。 ※湛水量は今後変更の可能性有

中川流域の浸水被害軽減対策の検討イメージ

計画対象降雨
H29.9

降雨量
（流出量）

湛水量
283千㎥

ソフト対策

河川改修

雨水貯留
浸透施設

河川・水田等の
貯留

排水機場

雨水浸透阻害
行為の許可

流
域
水
害
対
策
計
画

分担量を
今後検討

流域水害対策計画に
基づく対策

現況河道



今後のスケジュールについて
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今後のスケジュール
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 特定都市河川では、「流域水害対策計画」に基づき対策を実施していく。
 中川流域の浸水被害軽減に向け、計画策定に速やかに着手する。

流域水害対策計画
国土交通大臣同意

猿子川
（L=3.83km）

中川
（L=2.06km）

河川改修範囲

今治市 西条市

猿子川水門

桜井ポンプ場

桜井小学校
桜井中学校

1.特定都市河川の指定エリア（中川流域）
雨水流出を抑制するため、1,000m2

以上の雨水浸透阻害行為を許可制とし、
貯留施設等の設置を義務付ける。

2.河川改修等ハード整備の加速化
流域水害対策計画に位置付けられた
ハード対策に予算の重点措置が行われる。

～凡例～

特定都市河川
指定範囲

市境

河川

特定都市河川の指定

流域水害対策協議会設立（第1回）

流域水害対策計画（素案）
公表（第2回）

流域水害対策計画（素案）
意見徴収（第3回）

流域水害対策計画（案）
策定（第4回）

R7.10.1

R7.10.27

R8.2月ごろ

R8.4月ごろ

R8.7月ごろ

R8.9月ごろ


